
環境基本計画における目標の設定について

分野 施策 現状

目標
※既に設定済み／黒字

新たに設定する数値目標／赤字
新たに設定する定性目標／青字

主な施策展開

ス
マ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
都
市
の
実
現

(1)省エネル
ギー対策・エ
ネルギーマネ
ジメント等の
推進

●温室効果ガス排出量 （2013年度速報値※）
＜全体＞ 70.1百万ｔ-CO2（2000年比13％増加）
＜部門別＞ [産業] △25.3% [業務] 38.7％

[家庭] 45.3％ [運輸] △33.6%  

※電力供給サイドにおける電源構成の変動影響を含む

●エネルギー消費量 （2013年度速報値）
＜全体＞ 660PJ （2000年比18％削減）
＜部門別＞ [産業] △40.1% [業務] △3.5％

[家庭] 3.6％ [運輸] △39.2%  

●次世代自動車等（FCV,EV,PHV,HV）の普及割合
2013年度 乗用車 9.7%、貨物車 0.4％

●業務用コージェネレーションシステムの導入量
2013年度 31.2万kW

●温室効果ガス排出量（2030年）
＜全体＞ 2000年比30％削減
＜部門別＞

[産業・業務] 20％程度削減（業務20％程度削減）
[家庭] 20％程度削減
[運輸] 60％程度削減

●エネルギー消費量（2030年）
＜全体＞ 2000年比38％削減
＜部門別＞

[産業・業務] 30％程度削減（業務20％程度削減）
[家庭] 30％程度削減
[運輸] 60％程度削減

●次世代自動車等の普及割合
乗用車 80％、貨物車 10％

●業務用コージェネレーションシステムの導入
2024年 60万kW 2030年 70万kW

➢大規模事業所におけるキャップ&トレード制度の
着実な運用

➢中小規模事業所の取組支援
➢中小テナントビルにおける環境性能評価の普及、オー

ナー・テナント間の協働した省エネ促進

➢家庭における省エネ・節電行動の促進
➢創エネ・エネルギーマネジメントの推進
➢住宅の省エネ性能向上

➢次世代自動車等の導入支援、環境性能の高い自動車の
優先使用策の検討

➢地域環境交通施策の推進

➢建築物における環境配慮の推進
➢まちづくりと一体となったエネルギーマネジメントの

推進

(2)再生可能エ
ネルギーの導
入拡大

●再生可能エネルギーによる電力利用割合
2012年度 6％

●太陽光発電導入量
2013年度 34.2万kW

●電力消費量の削減に資する地中熱や太陽熱などの
熱エネルギー利用の拡大を進める必要

●再生可能エネルギーによる電力利用割合
2024年 20％程度 2030年 30％程度

●都内における太陽光発電の導入
2024年 100万kW 2030年 130万kW

●地中熱等の熱エネルギーの有用性に関する普及啓発を図り、
都内での導入を進める。

➢都市型の再生可能エネルギー等の導入促進
➢地産地消の再生可能エネルギー導入促進
➢都民・事業者の再エネ電力の利用を促す仕組みづ

くり

(3)水素社会の
実現に向けた
取組

●水素社会の実現に向け、燃料電池自動車の普及や水素ス
テーションの整備が不可欠

●燃料電池自動車普及台数
2020年 6,000台 2025年 10万台
2030年 検討中

●燃料電池バス普及台数
2020年 100台以上

●水素ステーション整備箇所数
2020年 35か所 2025年 80か所
2030年 検討中

●家庭用燃料電池普及台数
2020年 15万台 2030年 100万台

➢安定した燃料供給に向けた水素需要創出
➢水素ステーションの整備
➢燃料電池自動車・バスの普及
➢ＣＯ2フリー水素の活用促進
➢水素エネルギーに馴染みのない一般都民を広く対象と

した普及啓発

資料２



環境基本計画における目標の設定について

分野 施策 現状

目標
※既に設定済み／黒字

新たに設定する数値目標／赤字
新たに設定する定性目標／青字

主な施策展開

３
Ｒ
・
適
正
処
理
の
促
進
と
「
持
続
可
能
な
資
源
利
用
」
の
推
進

(1)「持続可能
な資源利用」
の推進

●都内の食品廃棄物発生量は約200万ｔ（2012年度）
と推計され、特に外食産業からの発生量が多い

●一般廃棄物のリサイクル率は23%（2013年度）とな
り、事業系廃棄物のリサイクルにも取り組み、2013
年度の最終処分量は2000年度比で６割以上削減

●企業本社機能の約５割が集積し、また大消費地として多
くの資源を消費している東京は、持続可能な資源利用に
向けた大きな影響力と責任を有する

●食品ロスをはじめとする資源ロスの削減を進める。

●一般廃棄物のリサイクル率を、2020年度に27％に、
2030年度に37％に向上させる。

●低炭素・自然共生・循環型の資源の選択を促進し、「持続
可能な調達」を都内の事業活動や市民の消費行動に広く定
着させる。

●都内廃棄物の最終処分量を、2020年度に14％、
2030年度に25％削減する（2012年度比）。

➢食品ロス削減の促進、使い捨て型ライフスタイルの見
直し

➢事業系廃棄物のリサイクルの促進、埋立処分量削減に
向けた取組

➢木材の持続可能な利用、再生資材の利用促進

➢先進的な事業者等と連携した「持続可能な資源利用」
の推進

(2)静脈ビジネ
スの発展及び
廃棄物の適正
処理の促進

●第三者評価制度で優良な258事業者を認定。引き続き、
制度の普及拡大及び処理業者の更なる育成支援が必要

●不法投棄件数は減少しているものの、未だ撲滅には至っ
てない。適切に処理されずに廃家電等が違法輸出される
事例もあり、不適正処理の防止徹底が必要

●環境負荷の少ない優れた取組や循環利用の高度化に取り組
む処理業者が市場で正当に評価され、優位に立つことがで
きる環境を醸成する。

●廃棄物の不法投棄を防止し、適正処理の徹底を図る。

➢第三者評価制度の普及促進
➢スーパーエコタウン事業者との連携

➢廃家電等の不適正処理・違法輸出の防止

(3)災害廃棄物
対策の強化

●東日本大震災や大島土砂災害での災害廃棄物処理等の
経験を活かして、首都直下型地震等に備えた災害廃棄
物対策を進めることが必要

●区市町村において着実に処理を進められる体制づくり
などの準備が必要、また、都域を超えた広域処理を想
定した対策が必要

●首都直下型地震等の発災に備え、2020年までに、災害廃棄
物を迅速かつ適正に処理する体制を構築する。

➢東京都災害廃棄物処理計画の策定

➢区市町村の災害廃棄物処理計画策定等への支援

➢国や関係団体と連携して、広域処理体制の確保等を検
討

自
然
豊
か
で
多
様
な
生
き
も
の
と

共
生
で
き
る
都
市
環
境
の
継
承

(1)生物多様性
の保全・緑の
創出

●2013年のみどり率は全域では横ばいだが、長期的には
緑の減少傾向は継続

●在来種植栽など生物多様性に配慮した緑化を進める取組
が不十分

●多摩の人工林を間伐により公益的機能を回復
花粉の発生源対策として枝打ちを実施

●一部の保全地域では、希少種の持去りや外来種が侵入
●野生生物の生息数増加により、森林の生態系や人間

生活への影響が深刻化

●公園整備や民有地における緑化の誘導等を推進し、新たな
緑を創出する。

●生物多様性に配慮した緑化を推進し、生きものの生息空間
を拡大する。

●荒廃した多摩の森林の針広混交林化を進め、動植物の生
息・生育環境の復活を図る。

●保全地域における希少種対策を強化（2024年度に全地域）
●野生生物の適正管理を推進し、生態系や生活環境等への影

響の軽減を図る。

➢あらゆる都市空間における緑の創出、都市計画公園や
緑地の整備等

➢在来種植栽など生物多様性に配慮した緑化の推進

➢間伐・枝打ち等の森林再生の取組推進
関係市町村との連携

➢各保全地域に適した対策（監視カメラ、柵の設置等）
➢鳥獣保護管理計画及びシカ管理計画の改定

モニタリング調査、拡散防止及び効果的な捕獲

(2)生物多様性
の保全を支え
る環境整備と
裾野の拡大

●保全活動を行うボランティア団体などは高齢化が進
み、将来の人材不足が懸念

●自然公園について自然環境保全への関心や観光資源
の評価の高まり等により、戦略的施策が必要

●小笠原諸島の自然環境を保全するため、国、村と連
携して外来種対策等を実施

●生物多様性保全の重要性が十分に認識されていない
ため、生物多様性に関する更なる普及啓発が必要

●保全地域等での自然体験活動参加者数を、
2024年度に延べ3万人 2030年度に延べ5万人にする。

●自然公園の潜在的な魅力を掘り起こし、豊かな自然環境や
歴史・文化の保全を図るとともにその利用を促進する。

●世界自然遺産である小笠原諸島の自然環境を将来にわたり
守り続ける。

●環境学習や体験学習の機会を提供し、生物多様性の重要性
を普及・啓発する。

➢自然体験プログラム等を通じた学びの機会の提供と
人材の掘り起こし

➢自然公園のあり方検討、それに基づく環境保全や
利用促進の施策の推進

➢国、村等と連携して、外来種の排除、植生回復、
希少種保全対策等の実施

➢ＩＣＴ環境の整備による普及啓発、ビジターセンター
等における展示内容の充実



環境基本計画における目標の設定について

分野 施策 現状

目標
※既に設定済み／黒字

新たに設定する数値目標／赤字
新たに設定する定性目標／青字

主な施策展開

快
適
な
大
気
環
境
、
良
質
な
土
壌
と
水
循
環
の
確
保

(1)大気環境等
の更なる向上

●NO2及びSPMの環境基準はほぼ達成し、東京の
大気環境は大幅に改善

●光化学オキシダント高濃度出現時間やPM2.5濃度
も着実に減少しているが、環境基準は未達成

●騒音に係る環境基準の達成率は向上しているが、
建設騒音への苦情は近年増加傾向

●PM2.5の環境基準達成率を100%に向上（2024年度）
●光化学スモッグ注意報の発令日数をゼロ（2020年度）
●全ての測定局における光化学オキシダント濃度を0.07ppm以下

（年間４番目に高い日最高８時間値の3年平均）（2030年度）

●建設現場から発生する騒音の低減に向けた効果的な対策を
推進する。

➢事業者への技術支援
➢次世代自動車等の普及促進
➢身近な生活環境でのVOC対策
➢光化学オキシダント高濃度日のNOx、VOC排出

抑制

➢生活騒音・振動の苦情の低減

(2)化学物質に
よる環境リスク
の低減

●土壌汚染対策を実施する中小事業者においては、
費用面・技術面等で課題が存在

●2013年度の都内の化学物質排出量の総量は
10年前の4割程度まで低減

●環境面・経済面・社会面にも配慮した土壌汚染対策を推進する。

●化学物質の環境への排出量を更に低減する。

➢中小事業者への技術支援
➢最適な土壌汚染対策を選択する手法の検討

➢化学物質適正管理制度の充実

(3)水環境・熱
環境の向上

●河川のBODの環境基準は2014年度に全水域で
達成したが、東京湾内湾のCODの環境基準の達
成は４水域中１水域

●東京の年平均気温は過去100年で約３℃上昇

●海域のCODの環境基準100％達成
河川のBODの環境基準100％継続（2020年度）

●真夏に人々の感じる暑さが軽減されるエリアが増加している。

➢総量規制等の着実な実施
➢合流式下水道改善、しゅんせつの実施

➢街なかでの暑さ対策等の推進

環
境
施
策
の
横
断
的
・
総
合
的
な
取
組

(1)多様な主体
との連携

●「区市町村との連携による地域環境活性化事業」
による区市町村への財政支援の実施等

●ディーゼル車規制や国要望など九都県市における
施策連携

●北京市やソウル特別市などにおける技術協力の
推進

●区市町村やNGO/NPOなど多様な主体との連携による取組を
推進する。

●九都県市や大都市会議等で協働して取り組む施策を拡大・発展
させる。

●世界の諸都市との政策情報の交換や技術協力を推進する。

➢廃棄物発生抑制など区市町村、NGO等との連携強化

➢九都県市におけるキャンペーンの共同実施

➢新たな国際枠組み等への参加、アジア諸都市等との
政策・技術協力の強化

(2)持続可能な
都市づくりに向
けた環境配慮の
促進

●環境影響評価制度や建築物環境計画書制度など
環境配慮の制度化

●小学校教員研修や社会人向け環境講座の開催

●フェイスブックなどSNSを活用した広報の実施

●規制、誘導など多様な手法により環境配慮の具体化・内在化を
推進する。

●次世代を担う子供たちへの環境教育の充実・強化を行うとともに、
都民が環境を学べる機会等の積極的な提供を行う。

●都民・事業者へ環境施策が浸透し環境配慮行動が実践される
よう、環境広報を充実・強化する。

➢持続可能な公共調達コードの策定

➢次世代の人材育成等の充実

➢メディアの専門家を活用した広報展開

(3)実効性の高
い環境行政の推
進に向けた体制
の充実

●省エネ対策など東京都環境公社と連携した
施策の推進

●環境科学研究所における都からの委託研究の実施。
一方、水素エネルギーなど近年の重要な環境テー
マの取組が不十分

●都と公社の連携を強化するとともに、公社における人材の確保や
体制の整備を進める。

●環境科学研究所における研究機能を強化し、人材交流などを通
じ技術力を向上させる。

➢公社の専門性を生かした効果的な都の政策支援

➢水素エネルギーなど新たな研究テーマへの取組



注） 各部門の削減率は、再エネ目標や水素目標等を踏まえた最終調整により、若干変動する可能性がある。

東京： エネルギー消費量 単位：PJ

2000年 2013年 2030年

部門別目標

342 294 246 △ 28 ％ ⇒30％程度 △ 17 ％ 0.2 ％

産業部門 97 58 57 △ 41 ％ △ 2.1 ％ 6.0 ％

業務部門 245 237 189 △ 23 ％ ⇒（20％程度） △ 20 ％ △ 14 ％

202 209 144 △ 29 ％ ⇒30％程度 △ 31 ％ △ 27 ％

257 157 105 △ 59 ％ ⇒60％程度 △ 33 ％ △ 26 ％

801 660 495 △ 38 ％ △ 25 ％ △ 9.7 ％

東京： 温室効果ガス排出量 単位：百万トンCO2eq

2000年 2013年 2030年

部門別目標

57.7 63.8 38.8 △ 33 ％ △ 39 ％ △ 25 ％

25.7 31.3 20.1 △ 22 ％ ⇒20％程度 △ 36 ％ △ 20 ％

産業部門 6.8 5.1 4.2 △ 38 ％ △ 18 ％ △ 6.6 ％

業務部門 18.9 26.2 16.0 △ 16 ％ ⇒（20％程度） △ 39 ％ △ 40 ％

14.3 20.8 11.1 △ 22 ％ ⇒20％程度 △ 47 ％ △ 39 ％

17.6 11.7 7.6 △ 57 ％ ⇒60％程度 △ 35 ％ △ 27 ％

4.4 6.3 4.9 12 ％ △ 22 ％ △ 6.7 ％

62.1 70.1 43.7 △ 30 ％ △ 38 ％ △ 26 ％

（参考） その他ガスには、非エネルギー起源CO2：メタン（CH4）・一酸化二窒素（N2O）・代替フロン等４ガス（HFCs・PFCs・SF6・NF3）を含む。

　 ○ 非エネルギー起源CO2： 廃棄物由来CO2。廃棄物の排出量抑制等を踏まえ、2013年比△10％に設定

　 ○ CH4： 埋立処分場からの発生量予測モデル等を踏まえ、一定の減少を設定

　 ○ N2O： これまでの減少傾向を踏まえ、一定の減少を設定

　 ○ HFCs： 長期ビジョンの目標値（2030年に2014年比△35％）に基づき設定

　 ○ PFCs・SF6・NF3： 2013年値を横引き

2030年エネルギー消費量・温室効果ガス排出量の部門別目標について

削減率の目安 〔参考〕国推計

（目安） 2000年比 2013年比 2013年比

産業・業務部門

家庭部門

運輸部門

エネルギー消費量計

削減率の目安 〔参考〕国推計

（目安） 2000年比 2013年比 2013年比

その他ガス

温室効果ガス排出量計

エネルギー起源CO2

産業・業務部門

家庭部門

運輸部門

 2030年までの目標達成に向けた各部門の省エネ・CO2削減対策を促進するため、全体目標と併せて部門別目標（=削減率）を示す。
（試算の前提となるBaUや各部門で実施可能な省エネ対策には不確実性があるため、部門別目標については確定的な数値ではなく、ある程度の幅をもった設定とする。）

2030年部門別削減率の推計結果（目安）

産業・業務部門 30％程度（業務部門は20％程度）

家庭部門 30％程度

運輸部門 60％程度

エネルギー消費量

部門別目標の考え方

部門別目標

温室効果ガス排出量

○ 部門別に2030年までの経済活動や人口の増減等を考慮した

BaU（省エネ対策を講じない場合の変化量）を推計

○ 部門別に省エネ対策による削減量を推計。今後重点的に対策

を図るべき家庭や中小規模事業所には大きな省エネ量を配分

○ さらに、再生可能エネルギーや水素エネルギーの利用拡大に

より見込まれる削減量を各部門に配分

削減率を2013年比に換算して国の目標と比較した場合、

各部門において、エネルギー消費量・温室効果ガス排出量

ともに国と同水準か、それを上回る削減率を確保

部門別目標の考え方

○ 2030年のエネルギー消費量からCO2排出量を計算

○ 2030年の電気のCO2排出係数については、政府の長期

エネルギー需給見通しを踏まえて電力業界が示した自主

目標値の0.37 kg-CO2/kWh（全国平均）を適用

〔参考〕 都内全電源平均のCO2排出係数

2000年： 0.328 kg-CO2/kWh、2013年： 0.522 kg-CO2/kWh

○ さらに、フロン対策効果など全ての温室効果ガス排出量を

積み上げ、全体で2000年比△30％を達成

部門別目標

産業・業務部門 20％程度（業務部門は20％程度）

家庭部門 20％程度

運輸部門 60％程度



                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇分母〔需要側〕 
・2030年省エネ目標 38%（2000年比） 

◇分子〔供給側〕 
・自家消費及び系統を通じた供給分 ⇒ 現状の施策及び市場動向をベースに試算 
・FIT分 ⇒ エネミックスをベースに試算（住宅用太陽光のみ現状を踏まえ別途試算） 

■ 需要、供給両面の多面的な施策展開により目標実現を目指す 

2030 年における再生可能エネルギー導入目標の設定について 

● 2012年度 6.0％ 
 都内の再エネ電力利用割合  

2024年までに電力利用に占める再エネ割合を 20％程度に高める 

■ 都民・事業者の取組を促すため、オリンピック後を見据えた中期的目標を示す 
■ 電力の大消費地としての責務を踏まえ、国の目標を上回る高い目標水準を目指す 

１ 現状  

※国の目標：2030年度の電源構成における再エネ割合 22~24% 

 東京都長期ビジョン  

 2024年までに都内太陽光発電導入量 100万 kW（2012年度比約 4倍） 

 2024年までに業務用コージェネレーションシステム導入 60万 kW（2012年度比約 2倍） 

２ 2030 年目標の設定  

 新たな目標設定の考え方  

2030年までに電力利用に占める再エネ割合を 30％程度に高める 

 2030年までに都内太陽光発電導入量 130万 kW 

 2030年までに業務用コージェネレーションシステム導入 70万 kW 

 地中熱等の熱エネルギーの有用性に関する普及啓発を図り、都内での導入を進める。 

《 個別目標 》 

《 個別目標 》 

都内再エネ電力導入 
（住宅用太陽光・地産地消） 供給側の取組 

（分子の拡大） 

需要側の取組 

（分母の縮小） 

省エネ・節電 

太陽熱・地中熱 エネルギーマネジメント・コージェネレーション 

需要家の再エネ電力利用促進策による供給拡大 

電力利用の合理化・熱利用等による電力消費量の削減 

＋ 都外再エネ電力導入 
（FIT） 

30％ ＝ 

＋ 

３ 目標実現に向けた取組  

※ 再エネ利用割合の推移試算〔BAU〕 

6.0％ 
自家消費分（都内太陽光及びバイオマス等） 

20.0％ 

系統を通じた供給分（東電既存再エネ分等） 

FIT再エネ利用分（都内賦課金支払分） 

27.8％ 
BAU 試算結果 

2012 年 

30.0％ 今後、都の更なる施策強化及び技
術革新等の進展、機運の醸成等によ
り、30%実現を目指す 

2024 年 2030 年 

 目標実現に向けた主な施策  

●2030年までにエネルギー消費量を 2000年比 38%削減を目指した取組の推進 

◇省エネ・節電 

 ・大規模事業所に対するキャップ＆トレード制度の運用 

 ・中小規模事業所に対する地球温暖化対策報告書制度の運用・テナント対策の推進 

 ・住宅の省エネ性能の向上、省エネアドバイザーによる家庭の省エネ・節電行動の促進 

◇太陽熱・地中熱 

 ・ソーラー屋根台帳や「熱は熱で」キャンペーンによる普及促進、認知度向上 

 ・地中熱の認知度向上を促す導入ポテンシャルの情報発信及び導入支援 

◇エネルギーマネジメント・コージェネレーションシステム 

 ・再エネやコ－ジェネ導入支援と合わせたエネルギーマネジメントシステムの普及促進 

需要側の取組（分母の縮小） 

◇東京の特性を踏まえた導入拡大の推進 

 ・「東京ソーラー屋根台帳」などを活用した普及啓発、住宅等への太陽光発電の導入促進 

 ・バイオマス発電、小水力発電等の都市型再生可能エネルギーの利用促進 

 ・地産地消型の再生可能エネルギー（電気・熱）の導入促進 

 ・多摩・島しょ地域における導入拡大 

◇需給両面からの取組を通じた広域的な普及拡大 
～電力自由化・エネルギー関連法の改正、買取期間を終了した電源の市場動向等を踏まえた施策展開～ 

 ・需要家による再エネ電力選択の仕組みづくり 
 ・エネルギー環境計画書制度を活用した電気の環境性の向上、情報発信の推進 
◇再エネの更なる普及拡大に向けた国への働きかけ 
 ・再エネ拡大に向けた制度見直し、基盤整備 
 ・新技術の開発促進、技術革新による発電効率の向上やコスト低減 

供給側の取組（分子の拡大） 
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2030年における都内の次世代自動車等（FCV,EV,PHV,HV)の普及割合（保有割合）を、
乗用車で8割以上、貨物車で1割以上とする。

 乗用車 ― 2030年時点の新車販売のほぼ100％を次世代自動車等としていく
 貨物車 － 今後、次世代自動車等の新車販売台数を毎年2割増としていく

都内の次世代自動車等の普及割合

乗用車

9.7％
貨物車0.4％

２０１３年

↑80％

↑10％

都内自動車CO2削減目標と次世代自動車等の普及目標

ＣＯ2排出量

60％減

 都内温室効果ガス排出量を2030年で2000年比30％減とするためには、自動車からのCO2排出
量を60％減とする必要がある ⇒ 次世代自動車等の普及目標を上記のとおり設定する

（万トン‐CO2） （保有率）

40％減

（年）

上記保有割合の達成に向けては
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減衰トレンドよりも前倒しし、2030年度
に目標を達成する。

光化学オキシダント対策における目標設定について

○ 1973年に環境基準（1時間値0.06ppm以下）設定後40年以上経過するが、都内は全測定局で

未達成（2015年４月から12月の1時間値最高値は0.19ppm）

○ 最終目標である環境基準達成に向けて、光化学オキシダント濃度の早期低減を図るため、

地方自治体として初めて国際的に活用されている8時間値を参考に年次を定めた中間目標

を設定する

２ 目標

（３） 目標をＵＳＥＰＡ基準と同等にした理由

・ ＵＳＥＰＡ基準は、最新の科学的知見に基づき2015年10月に設定
・ 目標を達成することで肺機能低下等の健康影響の軽減、入院、救急受診、死亡リスクの減少

が期待できる
・ ＵＳＥＰＡ基準は、ＥＵ目標より厳しい基準である（図２）

U
SE

PA
基
準
適

合
延
べ

3局

0.114ppm

１ 目標の考え方

光化学オキシダント濃度の推移と目標値の関係

全ての測定局で光化学オキシダント濃度の日最高8時間値を0.07ppm以下（2030年度）とする

（年間4番目に高い日最高8時間値の3年平均値）

値(ppm) 時間値 設定年 備考

日本の環境基準 0.06 1時間値 1973 －

WHOガイドライン値 0.05 8時間値 2005 －

ＵＳＥＰＡ基準 0.070 8時間値 2015 年間4番目に高い値の3年平均値

EU目標 0.06 8時間値 2002 3年間平均で、1年あたり25日以内

（１） 国際機関や他国の主な環境基準等

y = 1.1513x + 0.0019
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ＷＨＯガイドライン値

日本の環境基準値

図1 日最高8時間値と日最高1時間値の散布図

・都内各測定局全日の日最高8時間値と日最高1時間値の関係を示す
・2014年度の都内測定局41局のデータ（n=14849、欠測116）を用いた

図2 日最高8時間値3年平均の年間第4位値と第26位値の散布図

・都内測定局ごとの日最高8時間値の年間第4位値3年平均と年間第26位値3年平均の関係を示す
・2010-2012から2012-2014年度の都内測定局41局のデータ（n=123）を用いた

（２） 日本の環境基準とＷＨＯガイドライン値の関係
・ ＷＨＯガイドライン値は、最終目標である日本の環境基準値相当である（図１）

ＥＵ目標に適合するが、

ＵＳＥＰＡ基準には適合しない領域
が生じる

最終目標
（環境基準相当）
（年間第1値）

中間目標
（年間第4位値）
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